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海
外
在
留
邦
人
等
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
付
番
及
び
特
別
定
額
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
国
民
の
利
便
性
の
向
上
、
行
政
の
効
率
化
、
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
複
数
の
機

関
が
保
有
す
る
個
人
の
情
報
が
同
一
人
の
情
報
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
活
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
「
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
」
の
施
行
よ
り
前
か
ら
海
外
に
居
住
し
て
い

る
邦
人
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
有
し
て
い
な
い
た
め
、
日
本
国
内
の
金
融
機
関
で
の
口
座
の
利
用
制
限
等
の
不
利
益

を
受
け
て
い
る
と
の
声
が
海
外
在
留
邦
人
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。 

 

上
記
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

海
外
在
留
邦
人
へ
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
付
番
に
つ
い
て 

 

１ 

「
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効

率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に

よ
り
、
戸
籍
の
附
票
に
住
民
票
コ
ー
ド
を
記
載
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
聞
く
。
こ
れ
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
付
番
開
始
（
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
）
以
降
、
戸
籍
の
附
票
に
住
民
票
コ
ー
ド
を
記
載
す
る
規
定
の
施
行
前
に
国
外

へ
転
出
し
、
住
民
票
を
消
除
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
以
前
付
番
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
利
用
可
能
と
な
る
の
か
。
ま



 

２ 

 

た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
付
番
開
始
前
か
ら
海
外
に
居
住
し
、
住
民
票
を
消
除
し
て
い
た
場
合
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
付
番
を

受
け
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手
続
が
必
要
か
。 

 

２ 

利
子
、
配
当
の
支
払
を
受
け
る
者
等
は
、
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
り
、
支
払
の
確
定
す
る
日
等
ま
で
に
、
支
払
を
す
る

者
等
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
告
知
す
る
義
務
を
負
う
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
利
用
開
始
日
（
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
）
前
の

契
約
の
締
結
時
に
既
に
本
人
確
認
等
を
し
て
い
る
場
合
に
は
、
所
得
税
法
等
の
規
定
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
告
知
期

限
が
令
和
四
年
一
月
一
日
以
後
の
最
初
の
支
払
日
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
付
番
さ
れ
て
い
な
い

海
外
在
留
邦
人
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
告
知
す
る
義
務
は
な
い
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
活
用
に
よ
る
課
税
の
適
正

化
・
公
正
化
に
向
け
、
所
得
税
法
等
の
規
定
に
よ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
告
知
期
限
ま
で
に
未
付
番
の
海
外
在
留
邦
人
に
も

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
付
番
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

３ 

海
外
在
留
邦
人
が
既
に
保
有
し
て
い
る
国
内
銀
行
口
座
に
つ
い
て
、
各
金
融
機
関
の
判
断
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
の
一
部
に

利
用
制
限
が
な
さ
れ
て
い
る
と
政
府
は
認
識
し
て
い
る
か
。
認
識
し
て
い
る
場
合
、
現
状
に
お
い
て
海
外
在
留
邦
人
が
利

用
制
限
を
受
け
る
の
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
有
し
な
い
た
め
か
、
ま
た
は
そ
の
他
要
因
に
よ
る
も
の
か
政
府
は
把
握
し
て

い
る
か
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
有
し
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
海
外
在
留
邦
人
が
当
該
利
用
制
限
を
受
け
ず
に



 

３ 

 

済
む
よ
う
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
付
番
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

二 
特
別
定
額
給
付
金
の
支
給
の
基
準
日
に
お
い
て
住
民
票
の
な
い
海
外
在
留
邦
人
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
付
番
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
、
特
別
定
額
給
付
金
の
支
給
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
報
道
に
よ
れ
ば
、
令
和
二
年
六
月
九
日
の
記
者
会
見
に
お

い
て
、
菅
官
房
長
官
は
支
給
を
検
討
す
る
旨
、
考
え
を
示
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
海
外
在
留
邦
人
に
は
住

民
票
を
残
し
つ
つ
在
留
届
を
提
出
し
た
者
が
含
ま
れ
る
な
ど
、
支
給
対
象
者
の
特
定
に
問
題
が
あ
り
、
二
重
払
い
等
が
発
生

し
か
ね
な
い
と
さ
れ
る
。 

 

１ 

特
別
定
額
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
既
に
全
市
区
町
村
（
令
和
二
年
七
月
豪
雨
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町

村
の
一
部
を
除
く
。
）
で
申
請
受
付
期
間
が
終
了
し
た
が
、
海
外
在
留
邦
人
へ
の
支
給
の
検
討
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
か
、
結
果
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

海
外
在
留
邦
人
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
有
効
な
在
留
届
を
提
出
し
て
い
る
人
数
及
び
国
外
へ
の
転
出
に
よ
り
住
民
票
が

消
除
さ
れ
て
い
る
人
数
に
つ
い
て
、
政
府
で
把
握
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
回
答
さ
れ
た
い
。 

 

３ 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
付
番
開
始
以
前
に
住
民
票
が
消
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
付
番
さ
れ
て
い
な
い
国

民
の
人
数
、
並
び
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
付
番
さ
れ
た
後
に
住
民
票
が
消
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
現
在
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の



 

４ 

 

利
用
が
停
止
さ
れ
て
い
る
国
民
の
人
数
に
つ
い
て
、
政
府
で
把
握
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
回
答
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
の
人
数
の
う
ち
、
国
外
へ
の
転
出
に
よ
る
消
除
や
、
自
治
体
の
職
権
消
除
と
い
っ
た
消
除
事
由
別
の
詳
細
人
数
に
つ

い
て
、
政
府
で
把
握
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
回
答
さ
れ
た
い
。 

三 

令
和
二
年
九
月
十
二
日
、
菅
義
偉
官
房
長
官
は
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
主
催
の
公
開
討
論
会
に
お
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
二
年
半
後
に
国
民
全
員
に
行
き
渡
る
よ
う
に
し
た
い
、
電
子
行
政
を
一
元
化
す
る
デ
ジ
タ
ル
庁
創
設
が
必
要
で
あ
る
と

述
べ
て
い
た
。
特
別
定
額
給
付
金
の
支
給
に
限
ら
ず
、
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
政
府
が
国
民
個
々
へ
の
支
援
の
要
否
を
迅
速

に
判
断
で
き
る
よ
う
、
未
付
番
の
海
外
在
留
邦
人
、
住
民
票
が
職
権
消
除
さ
れ
た
住
所
不
定
者
及
び
転
入
届
未
届
出
者
に
も

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
付
番
す
る
仕
組
み
と
し
、
支
援
が
必
要
な
者
を
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
り
特
定
で
き
る
よ
う
に
す
る
必
要
は

な
い
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


